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【補正方法】変更
【補正の内容】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式［I-c］の化合物、又はその薬学上許容される塩：
【化１】

［式中、
R1は、
(1) 式：

【化２】

（式中、
　R1aは、C1-4アルキルであり、
　R1bは、C1-4アルキル又はトリフルオロメチルであり、
　R1cは、
　　(a) C1-4アルキル、
　　(b) C1-4フルオロアルキル、
　　(c) C1-4アルコキシ、又は、
　　(d) C1-4アルコキシC1-4アルキルである。）、又は、
(2) 式：

【化３】

（式中、
　nは、1、2、3、4又は5であり、
　R1dは、
　　(a) フルオロ、
　　(b) C1-4アルキル、
　　(c) C1-4フルオロアルキル、
　　(d) C1-4アルコキシ、又は
　　(e) C1-4アルコキシC1-4アルキルである。）であり、
R2は、水素であり、
R6は、1-メチルブチル又はn-ヘキシルである。］
【請求項２】
　R1が、式：
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【化４】

（式中、
　R1aが、C1-4アルキルであり、
　R1bが、C1-4アルキル又はトリフルオロメチルであり、かつ
　R1cが、
　　(b) ジフルオロメチルもしくはトリフルオロメチル、又は、
　　(c) メトキシである。）
である、請求項１に記載の化合物又はその薬学上許容される塩。
【請求項３】
　R1が、式：

【化５】

（式中、
　nが、3、4又は5であり、かつ
　R1dが、
　　(a) フルオロ、
　　(c) C1-4フルオロアルキル、
　　(d) メトキシ、又は
　　(e) メトキシメチルである。）
である、請求項１に記載の化合物又はその薬学上許容される塩。
【請求項４】
　nが、3又は4であり、かつ
R1dが、モノフルオロメチル、ジフルオロメチル又はトリフルオロメチルである、請求項
３に記載の化合物又はその薬学上許容される塩。
【請求項５】
　下記式：



(4) JP 2017-39714 A5 2019.9.19

【化６】

から選ばれる化合物またはその薬学上許容される塩。
【請求項６】
　下記式：
【化７】

の化合物またはその薬学上許容される塩。
【請求項７】
　下記式：

【化８】

の化合物またはその薬学上許容される塩。
【請求項８】
　下記式：
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【化９】

の化合物またはその薬学上許容される塩。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の化合物又はその薬学上許容される塩、及び薬学
上許容される担体を含む、医薬組成物。
【請求項１０】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の化合物又はその薬学上許容される塩を含む、mP
GES-1阻害剤。
【請求項１１】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の化合物又はその薬学上許容される塩を含む、疼
痛、リウマチ、発熱、変形性関節症、動脈硬化、アルツハイマー病、多発性硬化症、緑内
障、高眼圧症、虚血性網膜疾患、全身性強皮症及び／又は悪性腫瘍の治療剤又は予防剤。
【請求項１２】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の化合物又はその薬学上許容される塩、及び一種
類以上の他の緑内障治療剤を組み合わせてなる、緑内障及び／又は高眼圧症の治療剤又は
予防剤。
【請求項１３】
　mPGES-1阻害剤を製造するための請求項１から８のいずれか一項に記載の化合物又はそ
の薬学上許容される塩の使用。
【請求項１４】
　疼痛、リウマチ、発熱、変形性関節症、動脈硬化、アルツハイマー病、多発性硬化症、
緑内障、高眼圧症、虚血性網膜疾患、全身性強皮症及び／又は悪性腫瘍の治療剤又は予防
剤を製造するための請求項１から８のいずれか一項に記載の化合物又はその薬学上許容さ
れる塩の使用。
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